
議案第４７号 

 

   市長の専決処分事項の承認を求めることについて 

 大田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

  令和２年６月８日提出 

 

                        大田原市長 津 久 井 富 雄 

 

 

 

 



専決第１１号 

 

専 決 処 分 書 

 

 大田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、議会の議決すべき

事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである 

と認めるので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、 

別紙のとおり専決処分する。 

 

  令和２年４月３０日 

 

                        大田原市長 津 久 井 富 雄 

 



大田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

大田原市国民健康保険条例（昭和３４年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の６項を加える。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

５ 給与等（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与等をい

い、賞与（健康保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の

支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき（新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２第１項に規定す

る新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナウイルス感染症」という。）に感染し

たとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る 

。）は、その労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から

労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷

病手当金を支給する。 

６ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近

の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額（その額に、

５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以上１０円未満の端数があるとき

は、これを１０円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する金額（その金額に 

、５０銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数がある

ときは、これを１円に切り上げるものとする。）とする。ただし、健康保険法第４０条

第１項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の３０分の１に相当する

金額の３分の２に相当する金額を超えるときは、その金額とする。 

７ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６月を超えないもの

とする。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整） 

８ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイル

ス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者

に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、そ

の受けることができる給与等の額が、附則第６項の規定により算定される金額より少な

いときは、その差額を支給する。 

９ 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受け

ることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることがで

きなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合におい

てその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給

する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を

支給額から控除する。 



１０ 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主か

ら徴収する。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大田原市国民健康保険条例

附則第６項から第１０項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日

から規則で定める日までの間にある場合について適用する。 


